
農地法制の在り方に関する研究会の 

今後の進め方について 

（案） 

 以下のテーマについて、おおむね月１回程度のペースで、

有識者ヒアリング及び意見交換を実施 

① 農用地等の確保に関する国の関与の在り方及び食料安

保の観点に立ったゾーニングの在り方

② 農地の適正利用強化策の在り方

（農地の権利取得規制、営農型太陽光発電等）

③ 担い手の６次産業化、川下等との連携強化の支援策

資料３ 
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農地法制の在り方に関する研究会（第１回） 

各委員からの主な意見 

【農地の確保】 

〇 農地面積が依然として減少している中、農地の確保は国の責務であることを法定化すべき。 

〇 農用地区域からの除外手続は、市町村と都道府県で行われており、国の関与が一切ないこ

とは問題。 

〇 平成 21 年の農振法改正で、国として確保すべき農地面積の目標を設定する仕組みとした

が、市町村まで配分されずに個別具体的な除外が市町村段階で行われているのは問題。 

〇 農地の総量確保に当たっては、地域振興と国の政策のバランスをとる必要があるが、土地

利用の個別ニーズへの対応が求められる市町村には難しく、国の関与が必要。 

〇 農地の総量確保については、国と現場で認識のギャップがある。国民的運動により問題意

識を共有化する必要。 

【営農型太陽光発電】 

〇 営農型太陽光発電について、通知レベルで進めてきたが、現場で問題が生じていることを

踏まえると、法制度において、営農型太陽光発電の在り方を考えていく必要。 

〇 営農型太陽光発電について、日照を 100％遮り、下部でサカキ等を栽培している姿が「営

農型」といえるのか。下部の農地での耕作が適切に行われる仕組みとすべき。また、設置場

所についても、地域計画との整合を図るべき。 

【担い手の６次産業化、川下等との連携強化の支援策】 

〇 大手小売店によると、物流費が増加する中、近くの産地開拓を行う動きが見られてきてお

り、生産者と川下との連携を進めていく必要。 

〇 農地所有適格法人への出資の柔軟化の検討に当たっては、報告徴求や除外禁止等について

も併せて検討する必要があるとともに、買収等も含め、国が関与する仕組みとすることが必

要。 

〇 生産者と川下等との連携は進めるべきであり、制度的支援を検討する必要。 

以上 
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農地の集積・集約化に向けた取組の進捗状況について

No.５ 農地利用の最適化の推進 対応状況

b 農林水産省は、農業経営基盤強化促
進法等の一部を改正する法律（令和４
年法律第56号）において、目標地図を
含む地域計画については、省令で定め
る基準に適合するものであることとし
ているが、この地域計画の基準では、
農村現場の実態を十分踏まえた上で、
農業を担う者の考え方及び目標とする
農地の集積、集約化その他の農地の効
率的かつ総合的な利用の姿に関する事
項を定めることとする。

○ 地域計画の基準については、令和４年11月30日に農業経営基盤強
化促進法施行規則を改正し、地域計画の区域における担い手への農
地の集積目標、集約化等に関する事項を明記

農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）
（地域農業経営基盤強化促進計画）

第19条
４ 地域計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
二 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積、
農用地の集団化その他の地域計画の区域における農用地の効率的かつ総
合的な利用を図るため必要なものとして農林水産省令で定める基準に適
合するものであること。

農業経営基盤強化促進法施行規則（昭和55年農林水産省令第34号）
（地域計画の基準）

第18条 法第十九条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げ
る事項が適切に定められていることとする。

一 法第十九条第二項第一号の区域において生産する主な農畜産物
二 当該区域における農用地等の利用の方針
三 当該区域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用
地の利用の集積に関する目標

四 当該区域における農用地の集団化に関する目標
五 前二号に掲げる目標を達成するためとるべき措置
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農業経営基盤強化促進法施行規則の具体的な内容

○ １団地（※）の農地面積の増加を図ることを記載

○ 将来的にどの作物の生産を振興するのか、どのよう

な産地形成を図るのかを記載

○ 区域内の農地の集積・集約化の進め方、有機農業を
行うエリアや新規参入を促進するエリアの設定等につ
いて記載

② 農用地の利用の方針

① 生産する主な農畜産物

③ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対す

る農用地の利用の集積に関する目標

○ 国の集積目標に関連して策定される市町村の基本

構想の目標に即して、定量的な目標を記載

④ 当該区域における農用地の集団化に関する目標

⑤ ③、④の目標を達成するためとるべき措置 ○ 農地中間管理機構の活用、基盤整備事業の取組、
遊休農地の解消、担い手等の確保・育成等に関する
事項を記載

（※）連坦した農地であって、概ね１ha（中山間地域は概ね0.5ha）以上のもの

28



農地の違反転用等の課題に係る進捗状況について

No.7 農地の違反転用等の課題 対応状況

a  農林水産省は、農地の違反転
用を是正するため、追認許可を
行う場合の追認許可が認められ
る基準及びその適用の考え方に
ついて通知を発出し、農業委員
会、都道府県知事等に周知する。

都道府県・農業委員会等に「違反転用への適切な対応について」（令和4年9月30日
付農村計画課長通知）を発出。違反転用を是正する際の追認許可基準の考え方等につ
いて周知を行った。（別紙１参照）

〔通知のポイント〕
・ 追認許可であっても農地転用許可基準を満たすことが当然に必要であり、通常の農地転用許可
の処理と同様に厳格に審査を行う必要があること

・ 違反転用に対しては、行政指導又は農地法第51条第１項の規定に基づく処分（原状回復命令
等）が原則であり、追認許可は例外的な処分であること

・ 農地転用許可基準を満たすことが見込まれる場合も安易に追認許可で対応せず、原状回復の必
要性および可能性について十分検討し、その可否を判断すべきこと。特に悪質性の高い案件は原
状回復を基本とするなど厳正に対処すること

・ やむを得ず追認許可を行う場合にあっては、違反転用の当事者に対し、再発防止を徹底するため
の指導を口頭又は文書をもって確実に行うこと 等

b  農林水産省は、長期未是正案
件が解消に至った優良事例を取
りまとめ、地方公共団体に周知
するとともに、長期未是正案件
について、継続的に是正の取組
を行い、その解消に努めるよう
指導通知を発出する。

上記通知（別紙１）において、長期未是正案件に対する対応の考え方を周知すると
ともに、長期未是正案件の解消事例を農林水産省HP上で公開した。（別紙２参照）

〔通知のポイント〕
・ 違反転用への消極的な対応は、違反転用を黙認していることと事実上同じであり、違反転用が黙
認されていることを理由として、新たな違反転用がなされる可能性があること

・ 現状は是正が困難な案件であっても、是正に向けた原状回復等の措置の履行を定期的に求めて
いく等の継続的な指導を行い、行政として違反転用を容認しないという姿勢を貫徹すること

・ 災害のおそれのある場合や悪質な事例は、行政指導に終始することなく、法令に基づき厳正に対
処することとし、農地法第51条第１項の規定に基づく処分を前提に対応するとともに、行政代執行や
刑事告発についても積極的に検討すること 等
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別紙1違反転用への適切な対応について
４農振第1733号
令和4年9月30日

各都道府県農政担当部長
各地方農政局農村振興部長
内閣府沖縄総合事務局農林水産部長
一般社団法人全国農業会議所

（農林水産省）農村振興局
農村政策部農村計画課長

違反転用への適切な対応について

農地転用許可制度の運用につきましては、日頃より、多大なる御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
また、「農地転用違反実態調査の実施について」（令和３年８月３日付け３農振第1262 号農林水産省
農村振興局農村計画課長通知）により実施した実態調査（以下「実態調査」といいます。）につきまし
ては、都道府県、指定市町村及び農業委員会（以下「都道府県等」といいます。）の農地転用担当部局
の皆様に多大なる御協力を賜りましたことについて、重ねて厚く御礼申し上げます。

今般、当該調査の結果を踏まえ、違反転用に対する対応について、下記のとおり取りまとめましたの
で、都道府県等におかれましては、これらに留意して、引き続き、違反転用の発生の防止、早期発見に
努めるとともに、違反転用案件を把握した場合は、適切に処理されるよう、お願い申し上げます。

記

１ 違反転用の発生防止について
違反転用への対応としては、第一に、その発生を未然に防止することが最も重要であることは言うま

でもありません。実態調査の結果においては、違反転用を行った者の７割が、いわゆる土地持ち非農家
又は農業を行っていない事業者であったことから、こうした普段農業に携わっていない者にも、農地を
転用する場合には農地法（昭和27 年法律第229 号）による許可が必要であることを広く認識していた
だくことが重要です。

一方、普段農業に携わっていない者への周知については、農業関係部局のみでは限界があると考えら
れるところ、都道府県等におかれましては、管内の違反転用の状況等を踏まえ、農地転用を伴う土地の
利用・取引等に関わりのある業界を所管する関係部署・団体等と連携した周知に取り組まれるようお願
いします。

２ 違反転用の早期発見・早期是正
(1) 違反転用の発見の遅れは、時間が経過するほど、既成事実化が進むとともに、関係者の転居・死

亡、新たな権利関係の発生等により、その解決を一層困難なものとするリスクを高めることとなる
ため、できるだけ早期に発見することが重要です。しかしながら、実態調査の結果によると、令和
２年中に新たに発見された違反転用の７割以上は、平成28 年以前に転用行為がなされたものと
なっており、その多くが、転用行為がされてから相当程度の時間が経過してから発見されている状
況にあります。また、その発見の契機については、農地パトロールによるものは２割程度に留まる
ものの、各農業委員等の日常的な活動により発見されたものを加えると、農業委員会の活動による
ものは約４割に達していました。

このため、農地パトロールの実施に当たっては、人工衛星又は無人航空機の導入、タブレット端
末による情報の記録等の新たな技術を活用し、その効率性・実効性を高める取組を進めるとともに、
農業委員及び農地利用最適化推進委員が、通年にわたって日常的に担当地区内の農地を監視する等
により、農業委員会による違反転用の早期発見に取り組まれるようお願いします。

(2) また、違反転用の発見については、農業委員会の活動によるほか、他の法令による行政手続、市民
からの通報等をきっかけに発覚したものも４割を占めていることから、こうした情報を活用すること
も有効であると考えられます。
このため、都道府県、市町村又は農業委員会に違反転用に係る通報窓口を設置する等、違反転用が

疑われる事案を発見した者が、農地転用担当部局に速やかに情報を伝達することが可能となるよう体
制の整備をお願いします。

３ 追認許可の適正化について
いわゆる追認許可については、令和２年中に処理されたものを対象に点検を実施したところ、法令

の基準を満たしていないにもかかわらず追認許可を行うような違法性のある処分は確認されませんで
したが、一部、第２種農地の代替性の判断に当たって、検討が不十分な事例があるなど、違反転用を
解消する手法として安易に運用されている場合も見られたところです。

このため、追認許可の運用に当たっては、以下のことに留意して、農地転用許可制度に対する信頼
が損なわれることがないよう適切に処理願います。
(1) 追認許可であっても農地転用許可基準を満たすことが当然に必要であり、通常の農地転用許可
の処理と同様に厳格に審査を行う必要があること。

(2) 違反転用に対しては、原状回復に向け、行政指導又は農地法第51 条第１項の規定に基づく処分
を行うことが原則であり、追認許可は、あくまでもやむを得ない場合における例外的な処分であ
ること。

(3) 農地転用許可基準を満たすことが見込まれる場合であったとしても、安易に追認許可で対応す
るのではなく、まずは、原状回復の必要性及び可能性について十分に検討し、その可否を判断す
べきこと。特に、常習的に違反転用を行っている等の悪質性が高い案件については、原状回復を
基本とするなど厳正に対処すること。

(4) やむを得ず追認許可を行う場合にあっては、違反転用の当事者に対し、再発防止を徹底するた
めの指導を口頭又は文書をもって確実に行うこと。

(5) 違反転用の当事者に再発防止を徹底させるため、当該者に始末書又は顛末書の提出を求めるこ
とは有効であること。ただし、これらの書類の様式を定め、ホームページ等において公に示すこ
とは、行政機関自体が、追認許可を前提とした対応を行っているとの誤解を与え、違反転用を常
態化させるおそれがあることから、行わないこと。

４ 長期未是正案件への対応について
実態調査の結果によると、令和２年末時点において違反転用が是正されていない案件（4,355 件）

の４割は、転用行為がされてから長期間経過しているとの理由によりその是正が困難なものとなって
います。また、こうした長期未是正案件に対し「是正の意思が見られない」、「原状回復する資力が
ない」等の理由により、現状把握のみを行う等の消極的な対応をしているものが６割以上を占めてお
り、必要な対応がなされているとは言い難い結果となっております。

このため、長期未是正案件への対応に当たっては、以下のことに留意し、是正に向けた働きかけを
継続的に行うようお願いします。
(1) 違反転用を認識しているにもかかわらず、行政がこれを看過し、消極的な対応のみに終始して
いることは、違反転用を黙認していることと事実上同じであり、仮に災害により何らかの被害が
生じることとなった場合等には、違反転用を看過した行政の責任問題となる可能性があること。
また、違反転用が事実上黙認されていることを理由として、新たな違反転用がなされる可能性が
あるほか、行政の指導等に応じない状況が生じ、違反転用を助長することにもなりかねないこと。

(2) 現状は是正が困難と見込まれる案件であったとしても、当事者が既に死亡しており、一般承継
人も存在しない等の特段の事情があるものを除き、是正に向けた原状回復等の措置の履行を定期
的に求めていく等の継続的な指導を行い、行政として違反転用を容認しないという姿勢を貫徹す
ること。

(3) 特に、災害の発生等により周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがある場合及び違法性
を承知の上で公然と違反転用を繰り返し行うといった悪質な場合については、行政指導に終始す
ることなく、法令に基づき厳正に対処することとし、農地法第51 条第１項の規定に基づく処分を
行うことを前提に対応すること。

(4) 農地法第51 条第１項の規定に基づく処分を行ってもなお当該処分に従わない場合には、同条第
３項の規定による代執行についても積極的に検討するとともに、告発による刑事責任の追及に向
け、警察等との連携を強化すること。

なお、農林水産省においては、実態調査を通じて収集した、是正までに長期間を要した違反転用の
解消事例や違反転用に係る告発を行った事例を、事例集として取りまとめ、当省のホームページに掲
載しましたので、違反転用対策の取組の参考として御一読ください。
（参考：農地の違反転用に係る長期未是正案件の解消事例等について）

https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/nouchi_tenyo.html
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別紙２
農地の違反転用に係る長期未是正案件の解消事例等について
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